
完了検査手数料

モデル建物法
以外 ※2

モデル建物法
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手数料（円） 手数料（円） 手数料（円） 手数料（円） 手数料（円）

230,000 89,000 26,000 21,000 9,000

290,000 114,000 33,000 28,000 16,000

362,000 145,000 45,000 40,000 26,000

510,000 230,000 102,000 95,000 77,000

625,000 298,000 149,000 142,000 123,000

736,000 357,000 183,000 175,000 155,000

838,000 417,000 226,000 216,000 194,000

1,041,000 538,000 311,000 300,000 271,000

○建築物省エネ法適合性判定手数料について

(1)　対象建築物が2以上ある場合は、建築物ごとに適合性判定手数料を算定し、合算した額とする。
(2)　計画変更又は軽微な変更に関する証明書を発行する場合は、その部分にかかる床面積の合計の2分の1に該当する区分の手数料とする。
　　　(床面積が増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積とする。）
(3)  増改築の場合で、計算を要しない既存部分があるときは、当該既存部分の床面積を除く
(4)  全部が工場等の用途で評価対象部分が無い場合（生産エリアのみで構成される工場等）の手数料は、計画書等の備考欄に記載された評価方法で判断する。

※1　全部が工場等の用途である場合に適用。一部が工場等の用途の場合、工場等の用途に供しない部分（非住宅部分に限る）の床面積の合計が、建築物の非住宅部分
　の床面積の合計の５分の１未満であり、かつ、３００平方メートル未満である建築物であって、その建築物エネルギー消費性能適合性判定に係る評価がモデル建築法による
  ものについて適用する。それ以外は非住宅（工場等以外）を適用する。
※2　モデル建物法以外の評価方法とは標準入力法、主要室入力法、BEST省エネツール等を指す。

○建築物省エネ法適合性判定対象建築物の完了検査手数料について

(1)　通常の完了検査手数料（中間検査対象建築物、中間検査対象外建築物）に建築物省エネ法適合性判定部分に関する追加手数料を加算した額とする。
(2)  対象建築物が2以上ある場合は、建築物ごとに建築物省エネ法適合性判定部分に関する追加手数料を算定し、合算した額とする。
(3)  増改築の場合で、計算を要しない既存部分があるときは、当該既存部分の床面積を除く

      25,000㎡以上～50,000㎡未満

      50,000㎡以上

床面積の合計

      300㎡未満

      1,000㎡以上～2,000㎡未満

      2,000㎡以上～5,000㎡未満

      5,000㎡以上～10,000㎡未満

      10,000㎡以上～25,000㎡未満

      300㎡以上～1,000㎡未満

　　　　　建築物省エネ法適合性判定に係る審査手数料（令和３年４月１日～）

種別等

建築物省エネ法適合性判定手数料

非住宅（工場等以外） 非住宅（工場等）※1 建築物省エネ法適
合性判定部分に関
する追加手数料


